
承認第２号 

 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 若狭町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分し

たから、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月８日提出 

 

                 若狭町長 渡辺 英朗 

 

 

 

 

 

 



専決第２号 

 

 

   若狭町職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 

 若狭町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり

定め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決

する。 

 

  令和８年３月２７日 

 

                 若狭町長 渡辺 英朗 
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若狭町条例第１５号 

 

 

若狭町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 若狭町職員等の旅費に関する条例（令和７年若狭町条例第１８号）の一部を次

のように改正する。 

附則第４条中別表第２の次に１表を加える改正規定を次のように改める。 

別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第６条関係） 

区分 宿泊費（１夜につき） 

北海道 ２０，０００円 

青森県 １６，０００円 

岩手県 １３，０００円 

宮城県 １６，０００円 

秋田県 １４，０００円 

山形県 １３，０００円 

福島県 １２，０００円 

茨城県 １４，０００円 

栃木県 １４，０００円 

群馬県 １６，０００円 

埼玉県 ２１，０００円 

千葉県 ２２，０００円 

東京都 ２７，０００円 

神奈川県 ２１，０００円 

新潟県 ２１，０００円 

富山県 １４，０００円 

石川県 １３，０００円 

福井県 １３，０００円 

山梨県 １７，０００円 
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長野県 １７，０００円 

岐阜県 １７，０００円 

静岡県 １６，０００円 

愛知県 １６，０００円 

三重県 １６，０００円 

滋賀県 １４，０００円 

京都府 ２６，０００円 

大阪府 ２１，０００円 

兵庫県 ２２，０００円 

奈良県 １６，０００円 

和歌山県 １４，０００円 

鳥取県 １２，０００円 

島根県 １６，０００円 

岡山県 １８，０００円 

広島県 １８，０００円 

山口県 １２，０００円 

徳島県 １３，０００円 

香川県 ２０，０００円 

愛媛県 １６，０００円 

高知県 １６，０００円 

福岡県 ２２，０００円 

佐賀県 １４，０００円 

長崎県 １７，０００円 

熊本県 １８，０００円 

大分県 １４，０００円 

宮崎県 １４，０００円 

鹿児島県 １４，０００円 

沖縄県 １６，０００円 

別表を次のように改める。 

別表（第１３条関係） 
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区分 宿泊費基準額（１夜につき） 

北海道 １５，０００円 

青森県 １２，０００円 

岩手県 １０，０００円 

宮城県 １２，０００円 

秋田県 １１，０００円 

山形県 １０，０００円 

福島県 ９，０００円 

茨城県 １１，０００円 

栃木県 １１，０００円 

群馬県 １２，０００円 

埼玉県 １６，０００円 

千葉県 １７，０００円 

東京都 ２１，０００円 

神奈川県 １６，０００円 

新潟県 １６，０００円 

富山県 １１，０００円 

石川県 １０，０００円 

福井県 １０，０００円 

山梨県 １３，０００円 

長野県 １３，０００円 

岐阜県 １３，０００円 

静岡県 １２，０００円 

愛知県 １２，０００円 

三重県 １２，０００円 

滋賀県 １１，０００円 

京都府 ２０，０００円 

大阪府 １６，０００円 

兵庫県 １７，０００円 

奈良県 １２，０００円 
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和歌山県 １１，０００円 

鳥取県 ９，０００円 

島根県 １２，０００円 

岡山県 １４，０００円 

広島県 １４，０００円 

山口県 ９，０００円 

徳島県 １０，０００円 

香川県 １５，０００円 

愛媛県 １２，０００円 

高知県 １２，０００円 

福岡県 １７，０００円 

佐賀県 １１，０００円 

長崎県 １３，０００円 

熊本県 １４，０００円 

大分県 １１，０００円 

宮崎県 １１，０００円 

鹿児島県 １１，０００円 

沖縄県 １２，０００円 

   附 則 

 この条例は令和８年４月１日から施行する。 


